
都道府県知事・
政令市・中核市

(２以上の都府県にわた
る場合)

主 務 大 臣

環境大臣
文科大臣
農水大臣
経産大臣
国交大臣

体験の機会の場

例①事業者が所有する里山や緑地を活用して、自然
と共生する感性や知恵、工夫を体感する活動を提供。

例②事業者がリサイクル工場で見学を受け入れ、生
活とのつながりを体感する活動を提供。
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体験活動

認 定

活動報告

資料要求・助言

認定された場のインターネット等による周知等

民間の土地・建物の所有者等が提供する自然体験活動等の体験の機会の場について、都道府県知事等
が、一定の基準に照らして認定・周知する制度。認定に際しては、教育委員会との協議が必要。

教育委員会

協
議

申 請

体験の機会の場の認定制度の概要


